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Ⅶ 悪臭・廃棄物・生活排水・公害苦情 

 

１ 悪臭 

   悪臭は、し尿、廃棄物、堆肥の腐敗臭、焼却臭、事業所からのにおいのように、人々に

不快感を与えるにおいをいいます。人々の快適な生活環境を損なうものです。 
   悪臭防止法制定当時は、畜産事業場が悪臭に係る全苦情件数の約3割を占めるなど、特定

の悪臭原因物質に的を絞った規制が有効に機能する状況にありましたが、最近では、苦情発

生業種にも変化がみられるなど、新たな対応が求められるようになってきました。 

   このような状況から平成7年に悪臭防止法の一部改正がされ、住民の被害感とより合致し、

複合臭や未規制物質に対応できる臭気指数制度が導入されました。 

   現在では、規制地域内の事業場における事業活動に伴って発生する、悪臭の原因となる物
質の排出について、特定の悪臭物質濃度又は人の嗅覚により悪臭の程度を判定する、臭気指

数による規制を実施することとなっています。    

平成27年1月末現在、県内では呉市、大竹市、北広島町、安芸高田市、広島市、世羅町、

福山市、三次市、庄原市、廿日市市及び神石高原町が規制地域に指定されています。その中

で呉市及び大竹市では、特定悪臭物質による濃度規制を行っています。 

 

★臭気指数は、事業場で採取した空気や水を無臭空気（水）で希釈して、嗅覚検査に合

格した人 6名がにおいをかぎ、においのしなくなったときの希釈倍率から算出します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 臭気指数＝１０×ｌｏｇ（希釈倍率） 

 

      例えば 
●採取した空気を無臭空気で１０倍に 

 薄めたときにおいがしなくなったら 
 
●採取した空気を無臭空気で３０倍に 

 薄めたときにおいがしなくなったら 

臭気指数＝１０×log(１０) 

    ＝１０ 
 
臭気指数＝１０×log(３０) 

    ≒１５ 

臭気指数規制 
 

 
 

   

 
  
 

におい全体の程度で規制することから、色々なにお

いの混ざった複合臭にも対応することができ、住

民の被害感覚と一致しやすいとされています。 
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★規制基準 
 
敷地境界の規制基準 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）規制基準には、工場・事業場の敷地境界、気体排出口、排出水の３つの基準があります。 
●敷地境界の規制基準：上表のとおり（臭気強度 2.5にあたる臭気指数 10～15の範囲での規制） 
臭気強度 

 
●気体排出口の規制基準：最大着地濃度が敷地境界の規制基準に適合するように、大気拡散式を用いて 

事業場ごとに算出 
●排出水の規制基準：敷地境界の規制基準＋16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０ １ ２ 2.5 ３ 3.5 ４ ５ 

無臭 
やっと感知 

できるにおい 
何のにおいかが

分かるにおい 

２と３の 

中間 

楽に感知 

できるにおい 
３と４の 

中間 
強いにおい 強烈なにおい 

住居系地域：第 1・2種低層住居専用地域 
第 1・2種中高層住居専用地域 
第 1・2種住居地域、準住居地域 

商業系地域：近隣商業地域、商業地域 
工業系地域：準工業地域、工業地域 

住居系地域 臭気指数 12 

商業系地域 
      15 

工業系地域 

用途地域の 
          15 

定めのない地域 
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（表Ⅶ－１）       特定悪臭物質の規制基準値と主要発生源 

悪臭物質 規制基準値 におい 主 な 発 生 源 

 ｱﾝﾓﾆｱ   1ppm し尿臭 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 

 ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ   0.002ppm 腐った玉葱臭 化製場、パルプ製造工場、し尿処理場等 

 硫化水素   0.02ppm 腐った卵臭 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等 

 硫化メチル   0.01ppm 腐ったキャベツ臭気 化製場、パルプ製造工場、し尿処理場等 

 二硫化メチル   0.009ppm 腐ったキャベツ臭気 化製場、パルプ製造工場、し尿処理場等 

 ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ   0.005ppm 腐魚臭 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等 

 ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   0.05ppm 青くさい刺激臭 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等 

 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾞﾄﾞ   0.05ppm 甘酸っぱい焦げ臭 焼き付け塗装工程を有する事業場等 

 ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   0.009ppm 甘酸っぱい焦げ臭 焼き付け塗装工程を有する事業場等 

 ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   0.02ppm 甘酸っぱい焦げ臭 焼き付け塗装工程を有する事業場等 

 ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   0.009ppm むせるような甘酸っぱい焦げ臭 焼き付け塗装工程を有する事業場等 

 ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   0.003ppm むせるような甘酸っぱい焦げ臭 焼き付け塗装工程を有する事業場等 

 ｲｿﾌﾞﾀﾉ－ﾙ   0.9ppm 刺激的な発酵臭 塗装工程を有する事業場等 

 酢酸ｴﾁﾙ   3ppm シンナー臭 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 

 ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ   1ppm シンナー臭 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 

 ﾄﾙｴﾝ   10ppm シンナー臭 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 

 ｽﾁﾚﾝ   0.4ppm 都市ガス臭 化学工場、ＦＲＰ製品製造工場 

 ｷｼﾚﾝ   1ppm ガソリン臭 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 

 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸   0.03ppm 酸っぱい刺激臭 脂肪酸製造工場、染色工場等 

 ﾉﾙﾏﾙ酪酸   0.001ppm 汗臭 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 

 ﾉﾙﾏﾙ吉草酸   0.0009ppm むれた靴下臭 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 

 ｲｿ吉草酸   0.001ppm むれた靴下臭 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 
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２ 廃棄物 

廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）の規定に基づき、産

業廃棄物と産業廃棄物以外の一般廃棄物に分けられています。このうち産業廃棄物は、事業

活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で20種類が定められています。これ以外の事業系廃

棄物と家庭系廃棄物は、一般廃棄物に含まれます。廃棄物処理法では、一般廃棄物は、市町

村での処理責任が規定され、産業廃棄物は各事業者での処理責任が規定されています。 

 

 

（図Ⅶ－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 廃 棄 物 の 分 類 〉】

家 庭 系 ご み 一 般 ご み

ご み

一 般 廃 棄 物 事 業 系 廃 棄 物 大 型 ご み

し 尿
廃 棄 物

し 尿
し 尿 浄 化 槽 汚 泥

Ｐ Ｃ Ｂ を 使 用 し た 部 品

特 別 管 理 一 般 廃 棄 物 ば い じ ん

感 染 性 一 般 廃 棄 物

（ 廃 棄 物 処 理 法 第 ２ 条 ） （ 廃 棄 物 処 理 法 施 行 令 第 ２ 条 ）
産 業 廃 棄 物

燃 え が ら 紙 く ず ガ ラ ス く ず 及 び 陶 磁 器 く ず

汚 で い 木 く ず 鉱 さ い

廃 油 繊 維 く ず 建 設 廃 材

廃 酸 動 物 の ふ ん 尿動 植 物 性 残 渣

廃 ｱﾙｶ ﾘ ゴ ム く ず 動 物 の 死 体

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 金 属 く ず ば い じ ん 類

処 分 す る た め に 処 理 し た も の

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 廃 油

廃 酸

廃 ア ル カ リ

感 染 性 産 業 廃 棄 物

特 定 有 害 産 業 廃 棄 物
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（１）ごみ（固形状廃棄物）の処理 

① 廿日市地域 

    廿日市地域の一般廃棄物処理量は、平成 22年度を底として、そこから微増で推移し、

平成 25年度は 23,044ｔとなっています。 

    可燃ごみや大型ごみは、エコセンターはつかいち内の RDF 製造施設や粗大ごみ処理

施設等において処理されています。 

    また、平成 13年度から「容器包装リサイクル法」が完全施行され、資源ごみのうち

プラスチック容器、びん・缶類などはリサイクルプラザで中間処理（破袋、圧縮、手

選別、機械併用選別）されています。 

    平成 16年度からは、燃やせるごみは RDF（ごみ固形燃料）とし、発電燃料としてリ

サイクルされています。また、平成 14 年 11 月から「大型ごみの有料化」と「指定ご

み袋制」が導入されました。 
 

（表Ⅶ－２） 

一般廃棄物の年間処理量(廿日市地域)       （単位：ｔ） 

年度・分類 H21 H22 H23 H24 H25 

燃やせるごみ 19,674 19,160 19,433 19,378 19,620 

資源ごみ 1,402 1,414 1,506 1,412 1,433 

埋立ごみ 630 576 545 523 525 

粗大ごみ 1,373 1,366 1,380 1,291 1,466 

合計 23,079 22,516 22,864 22,604 23,044 

 

（図Ⅶ－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 佐伯・吉和地域 

    佐伯・吉和地域の一般廃棄物処理量は、平成 24 年度から横ばい状態で、平成 25 年

度は 3,271ｔとなっています。 

    燃やせるごみは佐伯クリーンセンター（平成 11年度稼動）において処理されていま

す。大型ごみは、大野清掃センターで分解して燃やせるごみや資源ごみ等に分けられ

ます。 

  資源ごみのうち、紙・古繊維類は佐伯クリーンセンターにおいて選別処理され、そ

の他については、リサイクルプラザで選別処理されています。埋立ごみは、大野一般

廃棄物最終処分場において処理されています。 
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（表Ⅶ－３） 

一般廃棄物の処理量の推移(佐伯・吉和地域)  （単位：ｔ） 

年度・分類 H21 H22 H23 H24 H25 

燃やせるごみ 2,231 2,199 2,386 2,682 2,535 

資源ごみ 482 479 461 412 534 

埋立ごみ 58 53 53 58 73 

粗大ごみ 116 123 148 119 129 

合計 2,887 2,854 3,048 3,271 3,271 

 

（図Ⅶ－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 大野地域 

大野地域の一般廃棄物処理量は、横ばい状態から増加に転じ、平成 25 年度は 8,049

ｔとなっています。 

燃やせるごみは、大野清掃センター（平成 9 年稼動）において処理されています。

資源ごみはリサイクルプラザにおいて選別処理されています。大型ごみは、分解して

燃やせるごみや資源ごみ等に分けられています。また、埋立ごみは大野一般廃棄物処

分場で処理されています。 

 

（表Ⅶ－４） 

             一般廃棄物の年間処理量(大野地域)   （単位：ｔ） 

年度・分類 H21 H22 H23 H24 H25 

燃やせるごみ 6,746 6,691 6,892 6,903 6,951 

資源ごみ 638 557 555 552 539 

埋立ごみ 215 205 200 198 202 

粗大ごみ 332 311 321 293 357 

合  計 7,931 7,764 7,968 7,946 8,049 

 

（図Ⅶ－４） 
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④ 宮島地域 

    宮島地域の一般廃棄物処理量は、増加傾向から減少に転じ、平成 25年度は 1,792ｔ

となっています。 

    燃やせるごみは、ごみ積替え施設に貯留した後、大野清掃センターにて焼却処理さ

れています。埋立ごみは、宮島一般廃棄物最終処分場において処理されています。資

源ごみはリサイクルプラザにおいて選別処理されています。粗大ごみは、宮島粗大ご

み処理施設において分解して燃やせるごみと資源ごみに分けられます。 

 
（表Ⅶ－５） 

一般廃棄物の年間処理量（宮島地域） （単位：ｔ） 
年度・分類 H21 H22 H23 H24 H25 

燃やせるごみ 1,232 1,190 1,282 1,182 1,145 

資源ごみ 308 311 309 505 492 

埋立ごみ 24 19 18 320 117 

粗大ごみ 18 42 53 39 38 

合  計 1,582 1,562 1,662 2,046 1,792 

 

（図Ⅶ－５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）し尿 

廿日市・佐伯・吉和・大野地域では、瀬戸内海の水質保全と生活環境の向上を図るため

に、廿日市衛生センターでし尿処理を行っています。 

廿日市衛生センターは膜分離高負荷生物脱窒素処理方式（浄化槽汚泥対応型）と高度処

理（活性炭吸着）を水処理に採用し、資源の有効利用施設などをとり入れた汚泥再生処理

センターとして平成13年3月から供用しています（(表Ⅶ－６)参照）。 

放流水は、排出基準（BOD10mg/L 以下、SS5mg/L 以下、全窒素10mg/L以下、全リン  

1mg/L以下）を下回る数値で放流されています。 

 

（表Ⅶ－６） 

し尿・浄化槽汚泥年間処理量         （単位：ｋL） 

年度 

 

廿日市・大野・佐伯・吉和地域 宮島地域 

し尿 浄化槽汚泥 合計 し尿 浄化槽汚泥 合計 

H21 8,167  29,742  37,909  14  2  16  

H22 7,741  29,825  37,566  11  0  11  

H23 7,619 29,639 37,258 17 4 21 

H24 7,264 29,882 37,146 9 0 9 

H25 7,288 29,643 36,931 9 0 9 
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（図Ⅶ－６） 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生活排水 

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、公共下水道整備事業（特定環境保全

下水道事業を含む。）との整合性を図りながら生活排水対策を実施しています。生活排水対

策としては、主に下水道とし尿浄化槽があります。下水道等の種類は、（図Ⅶ－７）のとお
りです。 

 

（図Ⅶ－７） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、公共下水道及びし尿浄化槽の人口普及率等は、それぞれ（表Ⅶ－７）、（表Ⅶ－

８）のとおりです。 
 

（表Ⅶ－７） 公共下水道の人口普及率            (平成26年3月末現在) 

 公共下水道 特定環境保全公共下水道 
合計 

廿日市処理区 大野処理区 宮島処理区 佐伯処理区 吉和処理区 

全体計画処理面積(ha) 1,981 635 60 296 75 3047 

処理区域面積（ha） 630 256 60 106 75 1127 

人口普及率(％) 42.8 40.2 99.1 23.7 99.9 41.8 

 

（表Ⅶ－８） し尿浄化槽の人口普及率           (平成26年3月末現在) 

 コミュニティプラント 農山漁村集落排水処理施設 個別合併処理浄化槽 

人口普及率又は 

整備率（％） 
8.7 0.6 21.0 

下水道法上の下水道　　　　　 公共下水道　　　　 公共下水道　(廿日市・大野・宮島)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  特定環境保全公共下水道 (佐伯・吉和)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流域下水道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定公共下水道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市下水路
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(雨水施設)

　　　　　

建築基準法上のし尿浄化槽　　　　　　　   コミュニティプラント　(小規模下水道)

　 　　　　（下水道類似施設）

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　農山漁村集落排水処理施設 (浅原地区)

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個別合併処理浄化槽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　※コミュニティプラント等は、設備名称はし尿浄化槽であるが台所、風呂等の排水処理もしている。
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４ 公害苦情 

近年、本市に寄せられる苦情の傾向として家庭ごみや事業系ごみを適正な構造を有しない

焼却設備で処分する、いわゆる「野焼き」の苦情が多く見受けられます。 

年度別、各地域別の公害苦情件数は、（図Ⅶ－８）のとおりです。 

廿日市地域は、野焼きによる大気の苦情及び工場あるいは特定建設作業による騒音・振動

の苦情件数が多い傾向です。また、大野地域は、野焼きによる大気の苦情件数が多く見受け
られます。佐伯地域では、平成24年度に佐伯工業団地のため池で泡が発生した等により、水

質の苦情が多数ありました。 

 

（図Ⅶ－８） 
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